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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両面粘着テープであり、かつ石膏ボードを被着体に固定させる加圧接着型粘着テープで
あって、
　粘着剤層と、前記粘着剤層の少なくとも一方の表面に設けられたマスキング部材とを備
え、
　前記粘着剤層の２５℃における貯蔵弾性率が５０万Ｐａ以下であり、
　前記マスキング部材が、前記粘着剤層の表面を部分的に被覆するように設けられ、
　前記マスキング部材が設けられた面を、前記石膏ボード及び前記被着体の少なくともい
ずれかに位置調整可能に仮接着させた後、本接着させる加圧接着型粘着テープ。
【請求項２】
　前記マスキング部材が、一方向又は複数方向に配列された繊維を有する請求項１に記載
の加圧接着型粘着テープ。
【請求項３】
　前記マスキング部材が、引き抜き可能な少なくとも１本の繊維を有する請求項１又は２
に記載の加圧接着型粘着テープ。
【請求項４】
　前記マスキング部材が、引き抜くときのせん断接着力が５０Ｎ／本以下である繊維を有
する請求項１～３のいずれか１項に記載の加圧接着型粘着テープ。
【請求項５】
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　前記マスキング部材は、太さが１５～１０００ｄｔｅｘで、引張弾性率が１５～３００
ＧＰａである繊維からなる請求項１～４のいずれか１項に記載の加圧接着型粘着テープ。
【請求項６】
　前記マスキング部材が、前記粘着剤層の表面全体の５～５０％を被覆している請求項１
～５のいずれか１項に記載の加圧接着型粘着テープ。
【請求項７】
　前記粘着剤層の厚さが１００～５０００μｍである請求項１～６のいずれか１項に記載
の加圧接着型粘着テープ。
【請求項８】
　前記マスキング部材が設けられた面を、前記被着体に対して位置調整可能に仮接着させ
た後、本接着される請求項１～７のいずれか１項に記載の加圧接着型粘着テープ。
【請求項９】
　石膏ボードと、被着体と、前記石膏ボードと前記被着体の間に配置され、前記石膏ボー
ドを前記被着体に固定させる、請求項１～８のいずれか１項に記載の加圧接着型粘着テー
プとを備える建築用面構造。
【請求項１０】
　前記加圧接着型粘着テープは、前記マスキング部材が設けられた面が前記石膏ボードに
接着される請求項９に記載の建築用面構造。
【請求項１１】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の加圧接着型粘着テープを被着体に接着する接着方
法であって、前記加圧接着型粘着テープの前記マスキング部材が設けられた面側を前記被
着体に接着する接着方法。
【請求項１２】
　前記マスキング部材が、引き抜き可能な繊維を含み、
　前記加圧接着型粘着テープを被着体に貼付した後、前記引き抜き可能な繊維を引き抜く
、請求項１１に記載の接着方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加圧接着型粘着テープ、加圧接着型粘着テープにより各種の構造用面材を支
持体に固定した建築用面構造、及び加圧接着型粘着テープを使用した接着方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建築物の施工において、合板、化粧材、石膏ボード、セメント板などの各種構造
用面材は、接着剤により、木枠材などの支持体に貼付されることが一般的である。また、
近年、施工の容易性を考慮して、構造用面材は、接着剤の代わりに粘着テープにより支持
体に貼付することも多くなってきている。さらには、接着性の確保の観点から、接着剤と
粘着テープを併用することも試みられている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－７７６８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　建築物の施工現場において、石膏ボードなどの構造用面材は、支持体に貼付した後、位
置調整のために剥がされ、貼り直しを行うことがある。しかし、粘着テープを使用する場
合、構造用面材は、貼付後に剥がすことが難しいことがあり、位置調整を行うことが困難
なことが多い。
【０００５】
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　本発明は、以上の事情に鑑みてなされたものであり、本発明の課題は、粘着テープを被
着体に一旦貼り付けた後でも、容易に貼り直しを行うことが可能な加圧接着型粘着テープ
、及びその加圧接着型粘着テープを利用した建築用面構造及び接着方法を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、鋭意検討の結果、加圧接着型粘着テープにおいて、粘着剤層の少なくと
も一方の面に特定の構造を有するマスキング部材を配置することで上記課題を解決できる
ことを見出し、以下の本発明を完成させた。すなわち、本発明は、以下の［１］～［１５
］を提供する。
［１］粘着剤層と、前記粘着剤層の少なくとも一方の表面に設けられたマスキング部材と
を備え、前記マスキング部材が、前記粘着剤層の表面を部分的に被覆するように設けられ
る、加圧接着型粘着テープ。
［２］前記マスキング部材が、一方向又は複数方向に配列された繊維を有する上記［１］
に記載の加圧接着型粘着テープ。
［３］前記マスキング部材が、引き抜き可能な少なくとも１本の繊維を有する上記［１］
又は［２］に記載の加圧接着型粘着テープ。
［４］前記マスキング部材が、引き抜く際のせん断接着力が５０Ｎ／本以下である繊維を
有する上記［１］～［３］のいずれか１項に記載の加圧接着型粘着テープ。
［５］前記マスキング部材は、太さが１５～１０００ｄｔｅｘで、引張弾性率が１５～３
００ＧＰａである繊維からなる上記［１］～［４］のいずれか１項に記載の加圧接着型粘
着テープ。
［６］前記マスキング部材が、前記粘着剤層の表面全体の５～５０％を被覆している上記
［１］～［５］のいずれか１項に記載の加圧接着型粘着テープ。
［７］前記粘着剤層の厚さが１００～５０００μｍである上記［１］～［６］のいずれか
１項に記載の加圧接着型粘着テープ。
［８］粘着剤層の２５℃における貯蔵弾性率が５０万Ｐａ以下である上記［１］～［７］
のいずれか１項に記載の加圧接着型粘着テープ。
［９］両面粘着テープである上記［１］～［８］のいずれか１項に記載の加圧接着型粘着
テープ。
［１０］構造用面材と、支持体と、前記構造用面材と前記支持体の間に配置され、前記構
造用面材を前記支持体に固定させる、上記［９］に記載の両面粘着テープとを備える建築
用面構造
［１１］前記構造用面材が、石膏ボードである上記［１０］に記載の建築用面構造。
［１２］前記両面粘着テープは、前記マスキング部材が設けられた面が構造用面材に接着
される上記［１０］又は［１１］に記載の建築用面構造。
［１３］上記［１］～［９］のいずれか１項に記載の粘着テープを、被着体に接着する接
着方法であって、前記粘着テープの前記マスキング部材が設けられた面側を前記被着体に
接着する接着方法。
［１４］前記マスキング部材が、引き抜き可能な繊維を含み、
　前記粘着テープを被着体に貼付した後、前記引き抜き可能な繊維を引き抜く、上記［１
３］に記載の接着方法。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明では、特定のマスキング部材を有する加圧型粘着テープを用いることで、被着体
に粘着テープを貼り付けた後でも、容易に貼り直しを行うことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の加圧接着型粘着テープの一実施形態を示す模式的な断面図である。
【図２】本発明の加圧接着型粘着テープの別の実施形態を示す模式的な断面図である。
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【図３】本発明の加圧接着型粘着テープの別の実施形態を示す模式的な断面図である。
【図４】本発明の加圧接着型粘着テープを使用した接着方法を示す模式的な断面図である
。
【図５】本発明の加圧接着型粘着テープを使用した接着方法を示す模式的な断面図である
。
【図６】本発明の建築用面構造の一実施形態を示す模式的な正面図である。
【図７】本発明の建築用面構造の一実施形態を示す模式的な断面図である。
【図８】本発明の建築用面構造の別の実施形態を示す模式的な断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明について実施形態を用いてさらに詳細に説明する。
＜加圧接着型粘着テープ＞
　本発明の加圧接着型粘着テープ（以下、単に「粘着テープ」ということがある）１０は
、図１～３に示すように、粘着剤層１１と、粘着剤層１１の表面１１Ａの上に設けられた
マスキング部材１２とを備える。マスキング部材１２は、粘着剤層１１の表面１１Ａを部
分的に被覆するように設けられたものである。
　マスキング部材１２は、後述するように、例えば、繊維材料からなり、複数の繊維１２
Ａを有する。マスキング部材１２は、粘着剤層１１よりも接着力が低い微粘着性であって
もよいし、接着力を有しない非粘着性であってもよい。
【００１０】
　粘着テープ１０は、図１に示すように、好ましくは、基材レス両面粘着テープとなるも
のである。基材レス両面粘着テープは、粘着剤層１１を支持する基材がなく、粘着剤層１
１の両表面１１Ａ、１１Ｂが被着体に接着される接着面となり、表面１１Ａにマスキング
部材１２が設けられる。
　ただし、粘着テープ１０は、図２に示すように、基材１３を備え、その基材１３の両面
に粘着剤層１１、１１が設けられた両面粘着テープであってもよい。この粘着テープ１０
では、各粘着剤層１１、１１の表面１１Ａ、１１Ｂが被着体に接着される接着面となり、
表面１１Ａにマスキング部材１２が設けられる。
　両面粘着テープに使用する基材１３としては、不織布、和紙等の紙、天然繊維、合成繊
維等からなる織布、ポリエステル、ポリオレフィン、軟質ポリ塩化ビニル、硬質ポリ塩化
ビニル、アセテート等からなる樹脂フィルム、フラットヤーンクロスなどが挙げられる。
【００１１】
　さらに、粘着テープ１０は、図３に示すように、基材１３の一方の面のみに粘着剤層１
１が設けられた片面粘着テープであってもよい。片面粘着テープにおいても、粘着剤層１
１の表面１１Ａにはマスキング部材１２が設けられる。
　片面粘着テープの基材１３としては、上記した両面粘着テープに使用する各種基材を使
用すればよいが、上記した中では樹脂フィルムを使用することが好ましい。
　なお、図１、２に示す両面粘着テープは、接着面の一方の面（表面１１Ａ）のみにマス
キング部材１２が設けられたが、表面１１Ｂにもマスキング部材１２が設けられてもよい
。
【００１２】
　また、粘着テープ１０の最表面（例えば、マスキング部材１２の表面又は粘着剤層１１
の表面１１Ｂ）には、剥離シートが貼付されてもよい。粘着テープ１０は、剥離シートを
剥離した後に被着体に貼着されるものである。剥離シートとしては、樹脂フィルムの一方
の面にシリコーン剥離剤等の剥離剤により剥離処理したものなどが使用され、剥離シート
は剥離処理面が粘着剤層又はマスキング部材に接触するように貼付される。粘着テープ１
０は、剥離シートにより接着面が保護される。
【００１３】
　なお、図１～３に示す粘着テープ１０は、マスキング部材１２全体が粘着剤層１１の表
面１１Ａの上側に位置する態様が示されるが、マスキング部材１２は、粘着テープ１０の
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表面において、少なくとも一部が露出している限り、一部が粘着剤層１１の中に入り込ん
だ構造を有していてもよい。このような構造によれば、粘着テープ１０は、粘着剤層１１
とマスキング部材１２の両方を被着体２０の表面に容易に接触させることが可能になる。
【００１４】
　本発明では、少なくとも、粘着テープ１０のマスキング部材１２が設けられた面側を被
着体に接着すればよいが、その接着方法は、例えば以下に示す方法で行われるとよい。
　まず、粘着テープ１０を被着体に対して仮接着させるとよい。具体的には、粘着テープ
１０のマスキング部材１２が設けられた面を被着体に貼り合わせ、粘着剤層１１の表面１
１Ａが部分的に被着体に接触するように粘着テープ１０に比較的弱い圧力を付すとよい。
このとき、粘着テープ１０は、マスキング部材１２を有することで、一旦被着体に接着さ
せられても、容易に剥離され、位置調整を自由に行うことが可能である。
　その後、貼り合わせ位置が決められると、本接着を行うとよい。本接着は、長期間にわ
たって粘着テープ１０を被着体２０に接着させるために、強固に被着体に接着させること
である。具体的には、粘着テープ１０に、押圧などにより比較的強い圧力を加え、図４に
示すように、マスキング部材１２が粘着剤層１１内部に入り込んだ構造とすればよい。こ
れにより、粘着剤層１１は、被着体２０に対する接触面積が大きく、かつ被着体２０に押
さえ付けられるように接着し、粘着テープ１０が被着体２０に強固に接着されることにな
る。
　なお、図４では、基材レス粘着テープの例が示されるが、他の粘着テープでも同様であ
る。また、図４は、説明の簡略化のために、粘着剤層１１のマスキング部材１２が設けら
れない側の表面１１Ｂには被着体が貼り合わされていないが、一般的には別の被着体が貼
り合わされている。
【００１５】
　次に、本発明の粘着テープを構成するマスキング部材及び粘着剤層についてより詳細に
説明する。
［マスキング部材］
　本発明のマスキング部材は、上記したように微粘着性、非粘着性を有する材料で構成さ
れる。マスキング部材は、粘着剤層の表面を部分的に被覆するものであるが、好ましくは
粘着剤層の表面全体の５～５０％を被覆する。５％以上被覆することで、一旦被着体に貼
付した粘着テープを、位置調整などのために貼り直ししやすくなる。また、５０％以下と
することで、粘着剤層の過半の部分が露出することになるので、粘着テープの接着性が良
好になる。また、接着性、貼り直し性などをバランスよく良好にする観点から、マスキン
グ部材は、粘着剤層の表面全体の２０～５０％を被覆することがより好ましい。
【００１６】
　本発明において、マスキング部材は、繊維を有する繊維材料から構成されることが好ま
しい。マスキング部材に使用される繊維材料は、一方向又は複数方向に配列された繊維を
有することがより好ましい。一方向又は複数方向に配列された繊維は、長繊維、ヤーン、
ストランド、フィラメントなどと呼ばれるもので、十分な長さを有する糸状部材である。
各方向に配列される繊維（糸状部材）は、通常、所定の方向に沿って延在していればよい
。繊維は、延在する方向において、例えば、粘着テープの長さの半分程度以上の長さを有
していればよく、粘着テープと同じ長さを有していてもよい。
　繊維の形状は、特に限定されず、矩形、方形などの四角形状、その他の多角形状、円形
、楕円形、不定形などであってもよい。
【００１７】
　マスキング部材において繊維は、少なくとも１本が引き抜き可能であることが好ましい
。引き抜き可能であるとは、粘着テープを被着体に貼付した状態で、粘着テープの外周部
に配置された繊維の端部を人手により引っ張ると、繊維が引き抜かれることを意味する。
　このような構成によれば、粘着テープ１０を被着体２０に貼付した後、マスキング部材
１２の繊維１２Ａの少なくとも一本を引き抜き、その後、粘着テープ１０が押圧などされ
て、被着体２０に向かう圧力が加えられると、図５に示すように、繊維が引き抜かれない
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ときに比べて、被着体２０に対する粘着剤層１１の接着面積が大きくなる。また、繊維を
引き抜くことで、繊維による反発も抑えられる。そのため、本発明では、繊維を引き抜く
ことで、本接着における粘着テープ１０の被着体２０に対する接着力が向上する。
【００１８】
　すなわち、本発明では、例えば、位置調整が終わった後に、繊維１２Ａの少なくとも１
本を引き抜き、その後、粘着テープ１０を押圧などすることで本接着させると、本接着に
おける被着体２０に対する粘着テープ１０の接着力が向上する。そのため、マスキング部
材１２を設けたことによる、本接着における接着力の低下や粘着テープ１０の剥がれなど
を防止することが可能となる。
【００１９】
　なお、繊維を引き抜くとき、粘着剤層には凝集破壊が生じないことが好ましい。また、
マスキング部材１２において、繊維（糸状部材）は、より好ましくは２本以上、さらに好
ましくは５本以上、よりさらに好ましくは１０本以上引き抜き可能である。また、引き抜
き可能な繊維の上限は、特に限定されず、マスキング部材１２の全ての繊維が引き抜き可
能であってもよい。
　そして、粘着テープ１０を被着体２０に貼付した後、マスキング部材１２の繊維１２Ａ
を引き抜くとき、引き抜く繊維の本数は、１本以上であればよいが、より好ましくは２本
以上、さらに好ましくは５本以上、よりさらに好ましくは１０本以上である。また、引き
抜く繊維の本数の上限は、特に限定されず、マスキング部材１２の全ての繊維を引き抜い
てもよい。
【００２０】
　粘着テープにおいて、マスキング部材の繊維の少なくとも１本（すなわち、上記した引
き抜き可能な繊維）は、繊維を引き抜くときのせん断接着力が５０Ｎ／本以下であること
が好ましい。せん断接着力を５０Ｎ／本以下とすると、繊維を人手により容易に引き抜く
ことが可能になる。また、繊維を引き抜くときに粘着剤層に凝集破壊が生じることが防止
される。
　上記せん断接着力は、少ない抵抗で繊維を引き抜けるように、２０Ｎ／本以下がより好
ましい。また、粘着テープ使用前などに、繊維が粘着剤層から抜け落ちたりすることを防
止するために、せん断接着力は、０．５Ｎ／本以上が好ましく、１．０Ｎ／本以上がより
好ましい。
【００２１】
　なお、引き抜き時のせん断接着力は、例えば、後述する繊維の太さ、繊維の引張弾性率
により調整可能である。具体的には、繊維の太さが大きくなると、繊維と粘着剤層との接
着面積が大きくなり、せん断接着力も大きくなる傾向にある。また、例えば、引張弾性率
を低くしすぎたり、高くしすぎたりすると、せん断接着力は上記範囲内に調整しにくくな
る。さらには、粘着剤層の貯蔵弾性率を適宜変更することでも調整可能である。例えば、
貯蔵弾性率を一定値以下とすると、せん断接着力も上記上限値以下に調整しやすくなる。
　なお、繊維の太さ、引張弾性率、及び粘着剤層の貯蔵弾性率の好適な範囲は、後述する
とおりであり、これらを好適な範囲内に調整することで、引き抜き時のせん断接着力を上
記した範囲内に調整しやすくなる。また、粘着テープ製造時、粘着剤層にマスキング部材
を押し付けるときの圧力、温度条件などによっても適宜調整可能である。
【００２２】
　また、引き抜き可能な繊維は、粘着テープの外周部からはみ出すように設けられてもよ
い。はみ出すように設けられると、そのはみ出し部分を引っ張ることで、容易に繊維を引
き抜くことが可能になる。また、はみ出し部分が設けられるような場合には、同じ方向に
配列された２本以上の繊維のはみ出し部分が互いに接続されてもよい。このように複数の
はみ出し部分が接続されると、１回の引き抜き作業で複数本の繊維を引き抜くことが可能
になる。
【００２３】
　また、マスキング部材の繊維は、太さが１５～１０００ｄｔｅｘであるとともに、引張
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弾性率が１５～３００ＧＰａであることが好ましい。繊維の太さ及び引張弾性率をこれら
範囲内とすることで、粘着剤層の接着性を大きく損なうことなく、引き抜き時のせん断接
着力を適切な大きさにして、繊維を引き抜くときの作業性（引き抜き作業性）を良好にす
ることが可能である。さらには、粘着テープを一旦被着体に貼付した後でも、被着体から
剥離させて貼り直すことが容易となり、被着体の位置調整を行いやすくなる。なお、上記
繊維の太さ及び引張弾性率は、任意の３０本の繊維の平均値である。
【００２４】
　接着性、引き抜き作業性などをバランスよく優れたものにする観点から、上記太さは、
８００ｄｔｅｘ以下がより好ましく、６００ｄｔｅｘ以下がさらに好ましい。また、引張
弾性率は２００ＧＰａ以下がより好ましく、１５０ＧＰａ以下がさらに好ましい。
　さらに、貼り付け後の位置調整をより容易にする観点からは、上記太さは、３０ｄｔｅ
ｘ以上がより好ましく、１５０ｄｔｅｘ以上がさらに好ましく、３００ｄｔｅｘ以上がさ
らに好ましい。また、引張弾性率は、３０ＧＰａ以上が好ましく、６０ＧＰａ以上がより
好ましい。
【００２５】
　上記したように繊維材料の具体例としては、長繊維、ヤーン、ストランド、フィラメン
トなどの繊維（糸状部材）を、一方向又複数方向に配列させたものが挙げられる。
　また、複数方向に配列された繊維は、通常互いに交差するが、引き抜き性を良好にする
観点から、繊維同士は互いに固定や束縛などされなくてもよい。ただし、引き抜き性を阻
害しない範囲で、また、引き抜き性を必要としない場合などでは、織り込まれたり、接着
されたりして互いに固定などされてもよい。すなわち、繊維材料としては、織布、組布な
どであってもよい。
【００２６】
　織布としては、長繊維、ヤーン、ストランド、フィラメントなどの糸状部材を、経糸及
び緯糸として織り込んだものが挙げられる。組布としては、二方向以上に配列され、かつ
互いに交差するように積層して糸状部材を網目状に配置し、交差する糸状部材同士を接着
剤などで固定したものが挙げられる。なお、交差する糸状部材は、少なくとも一方を引き
抜き可能とする場合には、接着剤によって微接着するとよい。また、接着される部分と接
着されない部分や、微接着部分と強接着部分とを混在させることで、一部の繊維のみを引
き抜き可能としてもよい。
【００２７】
　また、組布の具体例としては、フラットヤーンクロスが好ましい。フラットヤーンクロ
スは、複数本のフラットヤーンが２軸方向、例えば、縦方向及び横方向に配列し、互いに
交差して格子目状に形成されていてもよいし、複数本のフラットヤーンが３軸方向又はそ
れ以上の方向（例えば、４軸方向）に配列して、互いに交差して格子目状に形成されてい
てもよい。複数本のフラットヤーンが２軸方向に配列され、互いに交差している場合、互
いの軸が直角に交差していてもよいし、直角以外の角度で交差していてもよい。また、例
えば、複数本のフラットヤーンが３軸方向に交差している場合は、フラットヤーンの縦方
向、横方向及び斜め方向の３方向に配列され、互いに交差している場合や、横方向及びこ
の横方向に対して両斜め方向の３方向に交差している場合が挙げられるが、これらに限定
されるわけではない。
【００２８】
　また、織布や組布としては、上記した比率で粘着剤層を部分的に被覆できるように、比
較的目が粗いものを使用すればよい。例えば織布であればいわゆるガーゼと呼ばれるもの
を使用することが好ましい。また、フラットヤーンクロスでは、２軸方向に配列している
ものが好ましい。
　繊維材料の素材としては、特に限定されず、例えばポリエステル繊維、ナイロン繊維、
アクリル繊維、ポリビニルアルコール繊維、ポリエチレン、ポリプロピレンなどのポリオ
レフィン繊維、ポリウレタン繊維、ポリ塩化ビニル繊維、アラミド繊維、ポリアリレート
繊維、ＰＢＴ繊維、レーヨンなどの合成繊維、綿、麻、羊毛、絹などの天然繊維が挙げら
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れる。
【００２９】
　本発明のマスキング部材は、例えば、粘着剤層の少なくとも一方の表面の上に、繊維を
一方向又は複数の方向に配列して、その繊維を適宜押し付けるなどすることで得ることが
できる。また、マスキング部材が織布又は組布である場合には、粘着剤層の少なくとも一
方の表面上に織布又は組布を配置し、織布又は組布を粘着剤層に適宜押し付けるなどする
ことで得ることもできる。
【００３０】
［粘着剤層］
　本発明の粘着剤層は、例えば、２５℃における貯蔵弾性率が１５万Ｐａ以上が８０万Ｐ
ａ以下となるものであるが、５０万Ｐａ以下であることが好ましい。貯蔵弾性率を５０万
Ｐａ以下とすることで、マスキング部材の繊維が容易に粘着剤層中に入り込み、被着体に
接着する際、マスキング部材と粘着剤層の両方を被着体に接触させやすくなる。また、粘
着剤層の粘着性が優れたものとなり、初期貼り付け性が良好となるとともに、粘着テープ
を本接着した後の接着性が十分に維持され、接着保持性が良好となる。さらに、粘着剤層
が必要以上に硬くなることが防止され、引き抜き作業性が悪化することが防止される。
【００３１】
　また、２５℃における貯蔵弾性率は、１５万Ｐａ以上が好ましく、３０万Ｐａ以上がよ
り好ましい。
　貯蔵弾性率をこれら下限値以上とすることで、弾性率が適度に高くなる。そのため、例
えば、後述するように、建築用途において粘着テープによって構造用面材を支持体に固定
させる場合には、支持体や構造用面材に振動などによる外力が加わっても、構造用面材が
支持体から脱落する不具合などが生じにくくなる。
　また、貯蔵弾性率を上記下限値以上、及び上限値以下とすることで、粘着テープの曲面
や、粗面への貼り付け性も良好となる。さらに、繊維を引き抜いた後、粘着剤層の復元力
により、粘着剤が被着体表面に接触しやすくなり、引き抜き後の接着力を、引き抜き前の
接着力に比べて大きくしやすくなる。
　なお、本発明の粘着剤層は、後述するアクリル系粘着剤を使用することで、貯蔵弾性率
を上記した範囲内に調整しやすくなる。
【００３２】
　本発明の粘着剤層は、その厚さが１００～５０００μｍであることが好ましい。厚さを
１００μｍ以上とすることで、上記したマスキング部材の繊維が粘着剤層の内部に入り込
みやすくなる。そのため、本接着などにおいて粘着剤層が被着体に十分に接触し、高い接
着力で粘着テープを被着体に接着することが可能になる。
　また、厚さを５０００μｍ以下とすることで、マスキング部材が粘着剤層内部に必要以
上に入り込んで、繊維の引き抜き作業性が低下したり、マスキング部材の被着体に対する
接触面積が少なくなったりすることを防止する。また、粘着剤層の接着保持性も良好にし
やすくなる。
【００３３】
　初期貼り付け性、接着保持性などの各種の接着性能を優れたものにする観点から、粘着
剤層の厚さは３００μｍ以上がより好ましく、６００μｍ以上がさらに好ましい。
　また、引き抜き作業性、接着保持性を優れたものにする観点から、粘着剤層の厚さは、
３０００μｍ以下がより好ましく、１５００μｍ以下がさらに好ましい。
【００３４】
粘着剤層を構成する粘着剤としては、アクリル系粘着剤、ゴム系粘着剤、ウレタン系粘着
剤、及びシリコーン系粘着剤などが挙げられる。これらは単独で使用してよいし、組み合
わせて使用してもよい。これらの中では、貯蔵弾性率を上記範囲内に調整しやすくなる観
点から、アクリル系粘着剤を使用することが好ましい。
【００３５】
（アクリル系粘着剤）
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　以下、粘着剤層に使用されるアクリル系粘着剤の一実施形態についてより詳細に説明す
る。アクリル系粘着剤は、（メタ）アクリル酸アルキルエステル系モノマー（Ａ）を含む
重合性モノマーを重合したアクリル系重合体を含有する粘着剤である。
　なお、本明細書において、用語「（メタ）アクリル酸アルキルエステル」とは、アクリ
ル酸アルキルエステル、及びメタクリル酸アルキルエステルの両方を含む概念を指すもの
であり、他の類似の用語も同様である。また、用語「重合性モノマー」は、繰り返し単位
を有しない化合物のみならず、（メタ）アクリル酸アルキルエステル系モノマー（Ａ）と
共重合する化合物であれば、後述するオレフィン重合体（Ｃ）などのモノマー自身が繰り
返し単位を有するものも含みうる概念を指す。
【００３６】
［（メタ）アクリル酸アルキルエステル系モノマー（Ａ）］
　（メタ）アクリル酸アルキルエステル系モノマー（Ａ）は、（メタ）アクリル酸と脂肪
族アルコールとのエステルであって、脂肪族アルコールのアルキル基の炭素数が、好まし
くは２～１４、より好ましくは４～１０である脂肪族アルコールに由来するアルキルエス
テルが好ましい。アルキル基の炭素数がこの範囲内であると、粘着剤層のガラス転移温度
（Ｔｇ）を適切な温度範囲にして、貯蔵弾性率を上記した範囲に調整しやすくなる。
【００３７】
　具体的な（メタ）アクリル酸アルキルエステル系モノマー（Ａ）としては、例えば、エ
チル（メタ）アクリレート、ｎ－プロピル（メタ）アクリレート、イソプロピル（メタ）
アクリレート、ｎ－ブチル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、ｔ
－ブチル（メタ）アクリレート、ペンチル（メタ）アクリレート、ヘキシル（メタ）アク
リレート、ヘプチル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、
ｎ－オクチル（メタ）アクリレート、イソオクチル（メタ）アクリレート、ノニル（メタ
）アクリレート、デシル（メタ）アクリレート、ウンデシル（メタ）アクリレート、ドデ
シル（メタ）アクリレート、トリデシル（メタ）アクリレート、及びテトラデシル（メタ
）アクリレート等の（メタ）アクリル酸アルキルエステルが挙げられる。
　これらの中でも、ｎ－ブチル（メタ）アクリレート、ヘキシル（メタ）アクリレート、
ヘプチル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、ｎ－オクチ
ル（メタ）アクリレートが好ましく、ｎ－ブチル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキ
シル（メタ）アクリレート又はこれらの組み合わせがより好ましい。
　（メタ）アクリル酸アルキルエステル系モノマーは、単独で使用してもよいし、２種以
上を組み合わせて用いてもよい。
【００３８】
　（メタ）アクリル酸アルキルエステル系モノマー（Ａ）由来の構成単位は、粘着剤にお
いて主成分を構成するものであって、その含有量は、粘着剤全量基準で一般的に３０質量
％以上、好ましくは４０質量％以上、より好ましくは４５重量％以上である。このように
、（メタ）アクリル酸アルキルエステル系モノマー（Ａ）の含有量を多くすると、粘着剤
に所望の粘着力を付与することが可能になる。
　なお、粘着剤における（メタ）アクリル酸アルキルエステル系モノマー（Ａ）由来の構
成単位の含有量は、後述する粘着剤組成物における（メタ）アクリル酸アルキルエステル
系モノマー（Ａ）の含有量と実質的に同じであるので、置き換えて表すことができる。以
下で説明する（Ｂ），（Ｃ）成分など、（Ａ）成分以外の成分も同様である。
【００３９】
［極性基含有ビニルモノマー（Ｂ）］
　重合性モノマーは、（メタ）アクリル酸アルキルエステル系モノマー（Ａ）に加えて、
極性基含有ビニルモノマー（Ｂ）を含有することが好ましい。極性基含有ビニルモノマー
（Ｂ）は、極性基とビニル基を有するものである。粘着剤層に極性基含有モノマー（Ｂ）
を用いることで、粘着剤層のＴｇ、凝集力、接着力などを調整しやすくなる。
　極性基含有ビニルモノマー（Ｂ）としては、例えば、酢酸ビニル等のカルボン酸ビニル
エステル；（メタ）アクリル酸、及びイタコン酸等のビニル基を含有するカルボン酸、及
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びその無水物；２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（
メタ）アクリレート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、カプロラクトン変性
（メタ）アクリレート、ポリオキシエチレン（メタ）アクリレート、及びポリオキシプロ
ピレン（メタ）アクリレート等の水酸基を有するビニルモノマー；（メタ）アクリロニト
リル、Ｎ－ビニルピロリドン、Ｎ－ビニルカプロラクタム、Ｎ－ビニルラウリロラクタム
、（メタ）アクリロイルモルホリン、（メタ）アクリルアミド、ジメチル（メタ）アクリ
ルアミド、Ｎ－メチロール（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ブトキシメチル（メタ）アクリ
ルアミド、及びジメチルアミノメチル（メタ）アクリレート等の窒素含有ビニルモノマー
が挙げられる。
　これらの中でも、（メタ）アクリル酸、及びイタコン酸等のビニル基を含有するカルボ
ン酸、及びその無水物が好ましく、（メタ）アクリル酸がより好ましく、アクリル酸が更
に好ましい。これらの極性基含有ビニルモノマー（Ｂ）は、単独で使用してもよいし、２
種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００４０】
　極性基含有ビニルモノマー（Ｂ）を使用する場合、粘着剤において極性基含有ビニルモ
ノマー（Ｂ）由来の構成単位の含有量は、（メタ）アクリル酸アルキルエステル系モノマ
ー（Ａ）由来の構成単位１００質量部に対して、好ましくは１～１５質量部、より好まし
くは２～１２質量部、さらに好ましくは３～１０質量部である。極性基含有ビニルモノマ
ー（Ｂ）の含有量をこのような範囲内とすることで粘着剤層のＴｇ、凝集力、接着力など
を適切な範囲に調整しやすくなる。
【００４１】
［オレフィン重合体（Ｃ）］
　重合性モノマーは、さらに末端に重合性結合を有するオレフィン重合体（Ｃ）を含むこ
とが好ましい。このようなオレフィン重合体（Ｃ）を使用することで、例えば、上記した
貯蔵弾性率を所望の範囲に調整しやすくなる。なお、重合性結合は、重合性モノマーと重
合することが可能な不飽和の炭素－炭素結合を意味し、例えば不飽和二重結合が挙げられ
、好ましくは（メタ）アクリロイル基などが挙げられる。
　オレフィン重合体（Ｃ）としては、（メタ）アクリロイル基を有するポリオレフィンが
挙げられ、例えば、片末端のみに（メタ）アクリロイル基を有するポリオレフィン、両末
端に（メタ）アクリロイル基を有するポリオレフィンが挙げられる。なお、ポリオレフィ
ンとは、エチレン、プロピレン、ブタン、ブタジエン、イソプレンなどの二重結合を有す
る脂肪族炭化水素化合物の重合体、又はその水素添加物である。
【００４２】
　片末端のみに（メタ）アクリロイル基を有するポリオレフィンとしては、例えば、片末
端にエポキシ基を有するポリエチレンと（メタ）アクリル酸とを反応させることにより調
製された、片末端に（メタ）アクリロイル基を有するポリエチレン等が挙げられる。また
、片末端に（メタ）アクリロイル基を有するポリブタジエン又はその水素添加物が挙げら
れ、その市販品として株式会社クラレ製の「Ｌ－１２５３」等が挙げられる。
【００４３】
　また、両末端に（メタ）アクリロイル基を有するオレフィン重合体としては、例えば、
両末端にエポキシ基を有するポリプロピレンと（メタ）アクリル酸とを反応させることに
より調製された、両末端に（メタ）アクリロイル基を有するポリプロピレン等が挙げられ
る。また、両末端に（メタ）アクリロイル基を有するポリブタジエン又はその水素添加物
が挙げられ、その市販品としては、日本曹達株式会社製の「ＴＥＡＩ－１０００」、「Ｅ
Ａ－３０００」、「ＴＥ－２０００」、大阪有機化学工業株式会社製の「ＢＡＣ－４５」
等が挙げられる。オレフィン重合体（Ｃ）は単独で用いてもよく、２種以上を併用しても
よい。
【００４４】
　オレフィン重合体（Ｃ）としては、上記した中では、両末端又は片末端に（メタ）アク
リロイル基を有するポリオレフィンが好ましく、中でも両末端又は片末端に（メタ）アク
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リロイル基を有するポリブタジエン又はその水素添加物が好ましい。
　なお、オレフィン重合体（Ｃ）として、両末端に（メタ）アクリロイル基を有するポリ
オレフィンなどを使用すると、アクリル系重合体を網目状に重合することが可能となる。
そのため、粘着剤の凝集力を高めやすくなり、貯蔵弾性率を上記所望の範囲に調整しやす
くなる。
　さらに、凝集力、剪断強度、貯蔵弾性率などを良好にする観点から、オレフィン重合体
（Ｃ）としては、片末端に（メタ）アクリロイル基を有するオレフィン重合体と、両末端
に（メタ）アクリロイル基を有するオレフィン重合体とを併用することが好ましい。
【００４５】
　オレフィン重合体（Ｃ）は、その数平均分子量が好ましくは５００～２００００、より
好ましくは１０００～１００００である。なお、数平均分子量は、ゲルパーミエーション
クロマトグラフィー（ＧＰＣ）により測定し、標準ポリスチレンの検量線を用いて算出す
ればよい。
　また、粘着剤においてオレフィン重合体（Ｃ）由来の構成単位の含有量は、（メタ）ア
クリル酸アルキルエステル系モノマー（Ａ）由来の構成単位１００質量部に対して、１～
２０質量部が好ましく、２～１５質量部がより好ましく、４～１２質量部がさらに好まし
い。
【００４６】
［多官能モノマー（Ｄ）］
　また、重合性モノマーは、さらに多官能モノマーを含有することが好ましい。そして、
重合性モノマーは、上記モノマー（Ａ）～（Ｄ）の全てを含有することが好ましい。多官
能モノマーとしては、ビニル基を２つ以上有するモノマーが挙げられ、好ましくは（メタ
）アクリロイル基を２つ以上有する多官能（メタ）アクリレートが挙げられる。多官能モ
ノマーを使用すると、アクリル系重合体に網目構造を形成することが可能になり、貯蔵弾
性率を所望の範囲内に調整しやすくなる。
　具体的な多官能モノマーとしては、ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、ポリエ
チレングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコールジ（メタ）アクリ
レート、エトシキ化ビスフェノールＡジ（メタ）アクリレート、トリス（２－ヒドロキシ
エチル）イソシアヌレートトリアクリレート、エトシキ化トリメチロールプロパントリア
クリレート、プロキシ化トリメチロールプロパントリアクリレート、プロキシ化グリセリ
ルトリアクリレート、ネオペンチルグリコールアジペートジアクリレート等が挙げられる
。
　多官能モノマー由来の構成単位の含有量は、粘着剤層の貯蔵弾性率を所望の範囲に調整
する観点から、（メタ）アクリル酸アルキルエステル系モノマー（Ａ）由来の構成単位１
００質量部に対して、０．０１～１２質量部、より好ましくは０．０５～７質量部、さら
に好ましくは０．１～３質量部である。
【００４７】
［その他のモノマー］
　重合性モノマーは、上記した（Ａ）～（Ｄ）以外のその他のモノマーを含んでいてもよ
い。その他のモノマーとしては、スチレン系モノマー、多官能モノマーなどが挙げられる
。スチレン系モノマーとしては、例えば、スチレン、α－メチルスチレン、ｏ－メチルス
チレン、及びｐ－メチルスチレン等が挙げられる。
　その他のモノマーを使用する場合、粘着剤において、その他のモノマー由来の構成単位
の含有量は、（メタ）アクリル酸アルキルエステル系モノマー（Ａ）由来の構成単位１０
０質量部に対して、０．５～１５質量部、より好ましくは１～７質量部、更に好ましくは
１～５質量部である。
【００４８】
［粘着付与樹脂］
　アクリル系粘着剤は、粘着力を向上させる観点から、粘着付与樹脂を含有してもよい。
粘着付与樹脂としては、水添テルペン樹脂、水添ロジン、不均化ロジン樹脂、石油樹脂等
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の重合阻害性の低い粘着付与樹脂が好ましい。これらの中でも、粘着付与樹脂が二重結合
を多く有していると重合反応を阻害することから、水添系のものが好ましく、中でも水添
石油樹脂が好ましい。
　粘着付与樹脂の軟化点は、粘着剤の凝集力及び粘着力を向上させる観点から、９５℃以
上程度であればよいが、１２０℃以上のものを含むことが好ましく、例えば、９５℃以上
１２０℃未満のものと、１２０℃以上１５０℃以下のものとを併用してもよい。なお、軟
化点は、ＪＩＳＫ２２０７に規定される環球法により測定すればよい。
　アクリル系粘着剤における粘着付与樹脂の含有量は、（メタ）アクリル酸アルキルエス
テル系モノマー（Ａ）由来の構成単位１００質量部に対して、好ましくは５～４０質量部
、より好ましくは７～３５質量部、さらに好ましくは１０～２５質量部である。
【００４９】
［微粒子］
　アクリル系粘着剤は、微粒子を含有してもよい。微粒子を含有させることで、粗面であ
る木枠材などの支持体及び構造用面材に対する接着力、並びに、粘着剤の凝集力を向上さ
せることができる。
　微粒子としては、ガラスバルーン、シラスバルーン、及びフライアッシュバルーン等の
無機質中空粒子、ポリメタクリル酸メチル、アクリロニトリル－塩化ビニリデン共重合体
、ポリスチレン、及びフェノール樹脂等からなる有機質中空粒子、ガラスビーズ、シリカ
ビーズ、及び合成雲母等の無機質微粒子、ポリアクリル酸エチル、ポリウレタン、ポリエ
チレン、及びポリプロピレン等の有機質微粒子が挙げられる。
　アクリル系粘着剤における微粒子の含有量は、（メタ）アクリル酸アルキルエステル系
モノマー（Ａ）由来の構成単位１００質量部に対して、好ましくは０．１～１５質量部、
より好ましくは０．５～１０質量部、さらに好ましくは０．７～５質量部である。
【００５０】
［その他の成分］
　本発明において用いるアクリル系粘着剤は、前述した成分以外にも、可塑剤、軟化剤、
顔料、染料、光重合開始剤、難燃剤等の粘着剤に従来使用されている各種の添加剤を含有
してもよい。
【００５１】
［ゲル分率］
　上記アクリル系粘着剤のゲル分率は、３０～８０質量％が好ましい。ゲル分率を下限値
以上とすることで、粘着剤の凝集力を高めやすくなる。また、上限値以下とすることで、
粘着剤の粘着力を高めやすくなる。また、ゲル分率をこれら範囲内とすることで、貯蔵弾
性率を上記した範囲内に調整しやすくなる。これら観点からゲル分率は、４０～７０質量
％が好ましく、４５～６５質量％がより好ましい。
　ゲル分率は、例えば、（メタ）アクリロイル基を２つ以上有するオレフィン重合体（Ｃ
），多官能モノマーの配合の有無、及び配合量を適宜調整することで上記した範囲内に調
整することが可能である。なお、ゲル分率は下記式（１）より算出することができる。
　ゲル分率（質量％）＝（Ｂ／Ａ）×１００　　　式（１）
　Ａ：粘着剤層（試験片）の重量
　Ｂ：４０℃のテトラヒドロフランに粘着剤層（試験片）を４８時間浸漬し、その後の粘
着剤層の不溶解分の乾燥重量
【００５２】
（粘着剤層の製造方法）
　粘着剤層を構成する粘着剤は、アクリル系粘着剤を使用する場合には、上記した重合性
モノマーを含む粘着剤組成物に光を照射して、重合性モノマーを重合させることで得るこ
とが可能である。また、粘着剤組成物は、必要に応じて上記した粘着付与樹脂、微粒子、
及びその他の成分の少なくとも１種を含んでいてもよい。
　より具体的に説明すると、まず、重合性モノマー、さらに必要に応じて配合される粘着
付与樹脂、微粒子、その他の成分を、ガラス容器等の反応容器に投入して混合して、粘着
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剤組成物を得る。
　次いで、粘着剤組成物中の溶存酸素を除去するために、一般に窒素ガス等の不活性ガス
を供給して酸素をパージする。そして、粘着剤組成物を剥離シート上に塗布するか、又は
、樹脂フィルム、織布、不織布等の支持体などに塗布した後、光を照射し重合性モノマー
を重合することにより粘着剤層を得ることができる。
　前記粘着剤組成物の塗布もしくは含浸から光を照射する工程までは、不活性ガス雰囲気
下、又はフィルム等により酸素が遮断された状態で行うことが好ましい。
　なお、本製造方法では、各成分を混合して得た粘着剤組成物は、粘度を高くするために
、剥離シート又は支持体などに塗布する前に予備重合をしてもよい。
【００５３】
　粘着剤組成物に光を照射する際に用いることができるランプとしては、例えば、低圧水
銀灯、中圧水銀灯、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、ケミカルランプ、ブラックライトランプ
、マイクロウエーブ励起水銀灯、及びメタルハライドランプ等が挙げられる。これらの中
でも、ケミカルランプが好ましい。粘着剤組成物に対して光を照射する際の光照射強度は
、光重合開始剤の有無等によっても異なるが、０．１～１００ｍＷ／ｃｍ2程度が好まし
い。
【００５４】
（ゴム系粘着剤）
　ゴム系粘着剤は、ゴム成分と、粘着付与樹脂を含有するものであり、ゴム成分としては
、スチレン－イソプレンブロック共重合体を使用することが好ましい。スチレン－イソプ
レンブロック共重合体は、ジブロック率が好ましくは２５～７０質量％、より好ましくは
３０～６５質量％、さらに好ましくは４５～６０重量％である。ここでジブロックとは、
スチレンとイソプレンとからなるジブロックのことをいう。スチレン－イソプレンブロッ
ク共重合体は、ジブロック率が２５％以上となることで十分な粘着力が発現し、また、７
０質量％以下とすることで剪断強度を高めやすくなる。なお、スチレン－イソプレンブロ
ック共重合体は、ジブロック以外にも、スチレン、イソプレン、スチレンブロックからな
るトリブロックなどブロックを３つ以上有するものも含有する。
【００５５】
　スチレン－イソプレンブロック共重合体におけるスチレン量は、特に限定されないが、
１４～２４質量％であることが好ましく、より好ましくは１５～１８質量％である。スチ
レン量が１４質量％以上であると、凝集性の高い粘着剤となり、剪断強度を高めやすくな
る。また、２４質量％以下とすると、凝集力が適度な大きさとなり粘着力を発現しやすく
なる。
　スチレン－イソプレンブロック共重合体の分子量は、特に限定されないが、質量平均分
子量で１００，０００～４００，０００が好ましく、１５０，０００～２５０，０００が
より好ましい。なお、ここでいう質量平均分子量とは、ＧＰＣ（ゲルパーミエーションク
ロマトグラフィ）法によりポリスチレン換算分子量として測定されるものをいう。
【００５６】
　ゴム系粘着剤に使用される粘着付与樹脂は、各種の粘着付与樹脂が使用可能であるが、
好ましくは石油系樹脂、テルペン樹脂、クマロン樹脂を使用する。粘着付与樹脂は、１種
単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよいが、石油系樹脂と、テルペン樹脂及
びクマロン樹脂から選択される少なくとも１種とを併用することが好ましい。このような
粘着付与樹脂の組み合わせにより粘着力を優れたものにしやすくなる。
　石油系樹脂としては、脂肪族系石油樹脂（Ｃ５系石油樹脂）、脂環族系石油樹脂、芳香
族系石油樹脂等が挙げられ、スチレン－イソプレンブロック共重合体との相溶性の観点か
ら脂肪族系石油樹脂が好ましい。また、石油系樹脂は、軟化点が９０～１２０℃程度のも
のを使用することが好ましい。
　また、テルペン樹脂としては、軟化点が８０～１２０℃程度のものが使用可能であるが
、粘着力確保の観点から１００℃未満のものが好ましい。また、クマロン樹脂としては、
凝集力確保のために、軟化点が好ましくは１１０～１３０℃、より好ましくは１１５～１
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２５℃のものを使用する。
【００５７】
　粘着付与樹脂はゴム成分１００質量部に対して６０～２５０質量部が好ましく、１００
～２００質量部がより好ましく、１１０～１８０質量部がさらに好ましい。粘着付与樹脂
の配合量を上記範囲内とすることで、凝集力を良好にして適度な粘着力を付与できるよう
になる。
　また、石油系樹脂と、テルペン樹脂及びクマロン樹脂から選択される少なくとも１種と
を併用する場合、石油系樹脂は、ゴム成分１００質量部に対して、５０～２００質量部が
好ましく、６０～１５０質量部が好ましく、６０～１１０質量部がより好ましい。一方で
、テルペン樹脂は、ゴム成分１００質量部に対して、１０～７０質量部が好ましく、２０
～６０質量部がより好ましく、３０～５０質量部がさらに好ましい。さらに、クマロン樹
脂は、ゴム成分１００質量部に対して、１０～６０質量部が好ましく、１５～５０質量部
がより好ましく、２０～４０質量部がさらに好ましい。
　ゴム系粘着剤は、アクリル系粘着剤と同様に上記した微粒子を含有してもよく、また、
ゴム系粘着剤は、必要に応じて、軟化剤、酸化防止剤、充填剤等を含有してもよい。
【００５８】
（ウレタン系粘着剤）
　上記したウレタン粘着剤は特に限定されず、例えば、少なくともポリオールとポリイソ
シアネート化合物とを反応させて得られるウレタン樹脂等が挙げられる。上記ポリオール
として、例えば、ポリエーテルポリオール、ポリエステルポリオール、ポリカーボネート
ポリオール、ポリカプロラクトンポリオール等が挙げられる。上記ポリイソシアネート化
合物として、例えば、ジフェニルメタンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、
ヘキサメチレンジイソシアネート等が挙げられる。これらのウレタン粘着剤は、単独で用
いてもよく、２種以上を併用してもよい。
　また、ウレタン粘着剤としては、ポリウレタンポリオールと多官能イソシアネート系硬
化剤とを反応させて得られるウレタン樹脂を使用してもよい。ポリウレタンポリオールは
、上記したポリオールとポリイソシアネート化合物とを反応したもの、又はポリオールと
ポリイソシアネート化合物とジアミンなどの鎖延長剤とを反応させたものが挙げられる。
多官能イソシアネート系硬化剤としては、２以上のイソシアネート基を有する化合物であ
ればよく、上記したイソシアネート化合物を使用可能である。
　ウレタン系粘着剤は、ウレタン樹脂に加えて、上記した微粒子を含有してもよく、また
、ウレタン系粘着剤は、必要に応じて、粘着付与樹脂、軟化剤、酸化防止剤、充填剤等を
含有してもよい。
【００５９】
（シリコーン系粘着剤）
　また、シリコーン系粘着剤としては、例えば、付加反応型、過酸化物硬化型又は縮合反
応型のシリコーン系粘着剤等が挙げられる。なかでも、低温短時間で硬化可能という観点
から、付加反応型シリコーン系粘着剤が好ましく用いられる。なお、付加反応型シリコー
ン系粘着剤は粘着剤層の形成時に硬化するものである。シリコーン系粘着剤として、付加
反応型シリコーン系粘着剤を用いる場合、上記シリコーン系粘着剤は白金触媒等の触媒を
含んでいてもよい。
　また、シリコーン系粘着剤は、微粒子を含有してもよく、また、架橋剤、粘着力を制御
するための各種添加剤を加えたりしてもよい。
【００６０】
　なお、基材を有する両面粘着テープは、粘着剤層を２つ有するが、マスキング部材が表
面に設けられる一方の粘着剤層が上述した構成を有していれば、他方の粘着剤層はいかな
る構成であってもよい。ただし、両方の粘着剤層が上述の構成であってもよい。
【００６１】
＜用途＞
　本発明の粘着テープは、あらゆる用途に使用可能であるが、建築用途で使用することが



(15) JP 6748047 B2 2020.8.26

10

20

30

40

50

好ましい。建築用途で使用する場合、本発明の粘着テープは、両面粘着テープ、特に基材
レス粘着テープとして使用することが好ましい。
　本発明の粘着テープは、粘着剤層が上記した貯蔵弾性率及び厚さを有することで、両面
粘着テープ、特に基材レス粘着テープとして使用すると、被着体同士を強固に接着するこ
とが可能になるので、建築材同士を接着する建築用途に使用することが好適である。
　また、建築用途で使用する場合、本発明の粘着テープは、建築用面構造において使用す
ることが好ましく、より具体的には、各種の構造用面材を、その面材を支持する支持体に
固定させる用途に使用することが好ましい。
【００６２】
　以下、粘着テープを建築用面構造に使用する態様についてより詳細に説明する。
＜建築用面構造＞
　本発明の建築用面構造は、支持体と、構造用面材と、構造用面材及び支持体の間に配置
される両面粘着テープとを備え、粘着テープにより構造用面材が支持体に固定されるもの
である。両面粘着テープは、上記で説明した通りであり、基材レス両面粘着テープが好ま
しい。
【００６３】
　図６、７は、建築用面構造の一例としての木造建築物の壁構造３０を示す。図６に示す
ように、木造建築物の基礎３１上には、木枠材３２が設けられている。木枠材３２は、釘
打ちなどによって互いに固定された縦枠材３３と横枠材３４とによって構成されている。
縦枠材３３と横枠材３４は、枠組壁工法において用いられる角材である。
【００６４】
　木枠材３２は、縦枠材３３と横枠材３４とにより囲まれた空間に、矩形状の開口部３５
を有しており、木枠材３２の開口部３５を被覆するように、構造用面材を構成する石膏ボ
ード３６が取り付けられる。石膏ボード３６は、図６に示すように、木枠材３２の開口部
３５を覆うように設けられる。なお、図６では、１つの石膏ボード３６によって２つの開
口部１５を被覆するように石膏ボード３６が取り付けられるが、１つの石膏ボード３６に
よって１つまたは３つ以上の開口部３５を被覆するように石膏ボード３６が取り付けられ
てもよい。
　なお、石膏ボードは、一般的には、石膏を主体として種々の添加剤を配合した板状の石
膏芯と、その両面を被覆する石膏ボード用原紙とを備えるものである。
【００６５】
　図７に示すように、石膏ボード３６と木枠材３２の間には、粘着テープ１０が配置され
、石膏ボード３６は、粘着テープ１０によって、支持体である木枠材３２に貼り合わされ
る。なお、粘着テープ１０は、上記したように両面粘着テープ、好ましくは基材レス粘着
テープである。
　なお、粘着テープ１０は、木枠材３２の正面形状に対応した形状に配置されている。具
体的には、粘着テープ１０は、木枠材３２の開口部３５を取り囲む矩形環形状に型抜きさ
れたものでもよいし、縦枠材３３、横枠材３４の形状に合わせて細長状のものとしてもよ
く、そのような粘着テープ１０を複数枚使用すればよい。また、石膏ボード３６は、粘着
テープ１０に加えて、石膏ボード３６の表面側から木枠材３２に向けて挿入されたビス、
釘などによっても固定されてもよい。
【００６６】
　粘着テープ１０は、上記したように、マスキング部材１２を備えるものである。粘着テ
ープ１０は、図７に示すように、マスキング部材１２が設けられ面が構造用面材である石
膏ボード３６に接着されることが好ましい。
　一般的に、両面粘着テープである粘着テープ１０は、まず、粘着テープ１０の一方の面
が支持体である木枠材３２に貼り付けられ、その後、木枠材３２に貼り付けられた粘着テ
ープ１０の他方の面に、構造用面材である石膏ボード３６が貼り合わされる。そのため、
石膏ボード３６を貼り合せるとき、石膏ボード３６の位置ずれが多く発生し、石膏ボード
３６を貼り直すことが多い。したがって、図７に示すように、構造用面材である石膏ボー
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ド３６側に、マスキング部材１２が設けられることで、石膏ボード３６の木枠材３２（す
なわち、粘着テープ１０）に対する貼り直しを容易に行うことができる。
【００６７】
　また、上記したようにマスキング部材１２は、引き抜き可能な繊維を有していてもよい
。引き抜き可能な繊維を有する場合、正しい位置に石膏ボード３６を貼り合わせた後、引
き抜き可能な繊維１２Ａを引き抜き、その後、例えば石膏ボード３６を押圧することで粘
着テープ１０に圧力を加えて本接着するとよい。それにより、粘着剤層１１の石膏ボード
３６に対する接着面積が大きくなり、粘着テープ１０によって石膏ボード３６を木枠材３
２に強固に接着させることも可能になる。
　ただし、マスキング部材１２は、構造用面材（石膏ボード３６）側に配置される構成に
限定されず、支持体（すなわち、木枠材３２）側に配置されてもよい。
【００６８】
　図８は、壁構造の別の実施形態を示す。図８に示すように、本実施形態に係る支持体は
、壁面４１であるとともに、構造用面材が化粧材４２である。壁面４１は、特に限定され
ないが、モルタル、コンクリートなどで構成されればよい。本実施形態において、壁面４
１は、曲面を有し、そのため、化粧材４２はその曲面に追従できるように可撓性を有する
。可撓性を有する化粧材４２は、特に限定されないが、例えば基材として樹脂、中密度繊
維等を使用して基材の表面に紙を貼付したもの、ポリマー含浸紙等が挙げられる。なお、
図８では、壁面４１全体が、曲面であるが、一部が曲面で、一部が平面でもよい。また、
図８に示すように、壁面４１は、化粧材が貼付される表面側が凸状に膨らんだ形状の曲面
を有することが好ましいが、表面側が凹んだ凹状の曲面を有してもよい。
【００６９】
　図８に示すように、壁面４１と化粧材４２の間には、両面粘着テープである粘着テープ
１０が配置されており、壁面４１に化粧材４２が粘着テープ１０により固定される。ここ
で、粘着テープ１０は、図８では構造用面材である化粧材４２の全面に貼付される態様が
示されるが、化粧材４２の一部に貼付されてもよい。
　また、粘着テープ１０に設けられるマスキング部材１２は、図８に示すように、構造用
面材である化粧材４２側に設けられるが、支持体である壁面４１側に設けられてもよい。
【００７０】
　本実施形態でも、マスキング部材１２が設けられることで、化粧材４２の貼り直しを容
易に行うことができる。また、マスキング部材１２が引き抜き可能な繊維を有していれば
、その繊維を引き抜くことで、上述したように、化粧材４２を壁面４１に強固に固定する
ことが可能になる。
　なお、図８では、説明の簡略化のために、マスキング部材１２全体が粘着剤層１１の上
側に位置する構成が示されるが、粘着テープ１０によって化粧材４２が壁面４１に本接着
されるとき、マスキング部材１２は、通常、粘着剤層１１に入り込んだ構造となる。
【００７１】
　また、本実施形態では、壁面４１が曲面を有するが、本発明の粘着テープ１０は、粘着
テープ１０が曲面に対して十分に追従する。さらに、粘着テープ１０の化粧材４２に対す
る反発力も抑えられるため、化粧材４２の剥がれなどが防止される。
　このように本発明では、支持体として曲面を有するものを使用し、その曲面に粘着テー
プが貼付されてもよいが、曲面の曲率半径は、例えば、５～３００ｃｍ、好ましくは１０
０ｃｍ以下である。本発明では、上記粘着テープ１０を使用することで、曲率半径が小さ
い支持体に対しても高い接着性により接着することが可能である。なお、曲面は、上記範
囲内の異なる曲率半径の面が複数組み合わされたものでもよい。
【００７２】
　なお、以上説明した壁構造は、建築用面構造の一例を示すものであり、他のいかなる態
様の建築用面構造に本発明の粘着テープを適用してもよい。例えば、構造用面材としては
、石膏ボード、化粧材に限定されず、中密度繊維板（ＭＤＦ）、木質セメント板、木毛セ
メント板などを使用してもよい。また、化粧材としては、上記したように可撓性を有する
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ものに限定されず、合板などに紙を接着した化粧板を使用してもよい。
　また、支持体としては、木枠材、壁面以外も使用可能であり、鉄骨などの金属からなる
ものでもよい。また、壁面は曲面を有するものに限らず、平面状の壁面でもよい。
【００７３】
　さらに、以上の説明では、建築用面構造が、壁構造である例を示したが、壁構造に限定
されず、天井を構成する面構造であってもよい。具体的には、例えば、縦枠材と横枠材と
によって構成され、枠状に組み立てられた支持体に石膏ボードなどの構造用面材を、上記
で説明したとおりに取り付ければよい。また、建築用面構造は、床を構成する面構造であ
ってもよい。
【実施例】
【００７４】
以下に実施例を用いて本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれら実施例に限定され
るものではない。
【００７５】
　本発明において、粘着剤層及びマスキング部材の物性の測定方法は、以下の通りである
。
［２５℃における貯蔵弾性率］
　貯蔵弾性率は、例えばをＤＶＡ－２００（アイティー計測制御株式会社製）を用いて、
せん断モード：１０Ｈｚ、歪み量：０．１％、温度範囲：－１００℃～１００℃、昇温速
度：１０℃/ｍｉｎの条件下で、２５℃における粘着剤層の動的粘弾性スペクトルを測定
して算出することができる。
［引張弾性率］
　各繊維（糸状部材）をＪＩＳ Ｒ ７６０６：２０００（炭素繊維－単繊維の引張特性）
に準拠して島津製作所製　ＭＳＴ-Ｉ Ｔｙｐｅ ＨＲ試験機を使用して測定し、ＪＩＳＲ 
７６０６：２０００の８．２．１（Ａ法）に記載の式を用いて算出した。
［せん断接着力］
　繊維を引き抜く際のせん断接着力は、繊維により測定した。
【００７６】
　本実施例、比較例における粘着テープの評価方法は、以下の通りである。
［評価方法］
（初期貼り付け性評価）
　コンクリートからなり、曲率半径Ｒが０．５ｍの曲面からなる壁面に、各実施例、比較
例で得られた粘着テープ（サイズ２５．４ｍｍ×１００ｍｍ）を２３℃、５０％ＲＨ条件
下、２ｋｇローラーにより押し付けて貼付した。その粘着テープの上にさらに可撓性を有
する化粧材（商品名ＯＲ－１４６　アイカ工業社製、サイズ１００ｍｍ×１００ｍｍ）を
２ｋｇローラーにより押し付けて貼り合わせ、仮接着を行った。なお、各実施例において
、粘着テープは、マスキング部材が設けられた面が化粧材側となるように貼付した。化粧
材を貼り合わせてから５分経過した後、粘着テープの貼り付け性を、初期貼り付け性とし
て以下の評価基準で評価した。
　Ａ：表面積の６５％以上が貼りついている状態であり、初期貼り付け性が優れていた。
　Ｂ：表面積の５０～６５％が貼りついている状態であり、初期貼り付け性が良好であっ
た。
　Ｃ： 表面積の２０～５０％が貼りついている状態であり、実用上使用できるレベルで
あった。
　Ｄ：表面積の８０％以上が貼りついてない状態であり、実用上使用できないレベルであ
った。
【００７７】
（位置調整作業性評価）
　初期貼り付け性評価で行った条件で粘着テープに化粧材を貼り合せ、２３℃、５０％Ｒ
Ｈで５分経過後、化粧材の両端を持ってボードに対して垂直方向に粘着テープから剥離さ
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せた。次いで、化粧材を粘着テープに、再度貼り合わせたときの作業性について以下の評
価基準で評価した。
　Ａ：貼り合わせた化粧材を剥離するときの抵抗が小さく、位置調整作業性が優れていた
。
　Ｂ：貼り合わせた化粧材を剥離するときの抵抗が中程度であり、位置調整作業性が良好
であった。
　Ｃ：貼り合わせた化粧材を剥離するときの抵抗が大きく位置調整作業性が良好でないも
のの、実用上使用できるレベルであった。
　Ｄ：一旦貼り合わせた化粧材を剥離できず、または、剥離できた場合に化粧材を再度貼
り合わせすることなかった。
【００７８】
（引き抜き作業性評価）
　初期貼り付け性評価で行った条件で粘着テープに化粧材を貼り合わせ、２３℃、５０％
ＲＨで５分経過後、マスキング部材の１５本の繊維を１本ずつ、人手により引き抜き、以
下の評価基準で評価した。
　　Ａ：繊維を小さな抵抗で引き抜くことが可能であり、引き抜き作業性が優れていた。
　　Ｂ：繊維を引き抜くことが可能であるが、引き抜き時の抵抗が中程度であり、引き抜
き作業性が良好であった。
　　Ｃ：繊維を引き抜くことが可能であるが、引き抜き時の抵抗が大きく、引き抜き作業
性が良好でなかった。
　　Ｄ：繊維を引き抜くことが不可能であった。
【００７９】
（接着保持性評価）
　上記のように、マスキング部材の１５本の繊維を人手により引き抜いた後、化粧材を壁
面に向かって手で強く押さえ付ることで、本接着を行った。その後、２３℃、５０％ＲＨ
条件で２４時間経過させた後の接着性を接着保持性として以下の評価基準に従って評価し
た。
　Ａ：表面積の９０～１００％が貼りついている状態であり、接着保持性が優れていた。
　Ｂ：表面積の７０～９０％が貼りついている状態であり、接着保持性が良好であった。
　Ｃ：表面積の５０～７０％が貼りついている状態であり、接着保持性は実用上使用でき
るレベルであった。
　Ｄ：表面積の５０％以上が貼りついていない状態であり、接着保持性は実用上使用でき
ないレベルであった。
【００８０】
［実施例１］
　表１に記載の配合Ａに従って、粘着剤組成物を調製した。この粘着剤組成物に窒素をパ
ージして溶存酸素を除去した。次いで、剥離シートの剥離処理面上に厚さ１００ｍｍのス
ペーサーを設置し、粘着剤組成物を剥離シートの剥離処理面上に塗布した。次いで、塗布
した粘着剤組成物の上に、剥離処理面が粘着剤組成物に接するように、別の剥離シートを
被覆した。なお、剥離シートとしては、シリコーン離型処理されたＰＥＴフィルム（厚み
５０μｍ）を使用した。
　この状態で被覆側の剥離シートにおける紫外線照射強度が５ｍＷ／ｃｍ2となるように
ケミカルランプのランプ強度を調整し、１５分間紫外線を照射し、両面に剥離シートが貼
付された粘着剤層を得た。粘着剤層の厚さは１００μｍであり、ゲル分率は５５％であっ
た。
　その後、一方の剥離シートを剥がして、粘着剤層の上に、表２に記載の太さと引張弾性
率を有する、ポリエチレン繊維からなるヤーンを、１５本／２５．４ｍｍで一方向に配列
させ、その後、２５℃、５０％ＲＨ環境下、圧力５ＭＰａで押さえつけて、粘着剤層の上
にマスキング部材を形成した。
【００８１】
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【表１】

 
【００８２】
※表１における各成分は、以下のとおりである。
オレフィン重合体：商品名「Ｌ－１２５３」、株式会社クラレ製、（メタ）アクリロイル
基を片末端に有する水素化ポリブタジエン
多官能モノマー：商品名「ＴＥＡＩ－１０００」日本曹達株式会社製
粘着付与樹脂１：商品名「アルコンＰ１４０」、荒川化学工業株式会社製、水添石油樹脂
、軟化点１４０℃
微粒子：商品名「セルスターＺ－２７」、東海工業株式会社製、ガラスバルーン
重合開始剤：２，２－ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン
【００８３】
［実施例２、３］
　スペーサーの厚さをそれぞれ１０００μｍ、５０００μｍに変更して、粘着剤層の厚さ
を１０００μｍ、５０００μｍに変更した点を除いて実施例１と同様に実施した。
［実施例４］
　マスキング部材を形成する際に、粘着剤層の上に、表２に記載の太さと引張弾性率を有
するポリエチレン繊維からなるヤーンを、１５本／２５．４ｍｍで一方向に配列させた点
を除いて、実施例２と同様に実施した。
［実施例５］
　マスキング部材を形成する際に、粘着剤層の上に表２に記載の太さと引張弾性率を有す
るポリエチレン繊維からなるヤーンを、１５本／２５．４ｍｍで一方向に配列させた点を
除いて、実施例２と同様に実施した。
【００８４】
［実施例６］
　表１に示す配合Ｂに従って、粘着剤組成物を調製した点以外は実施例２と同様に実施し
た。得られた粘着剤層のゲル分率は７０％であった。
［実施例７］
　マスキング部材を形成する際に、粘着剤層の上に表２に記載の太さと引張弾性率を有す
るポリエチレン繊維からなるヤーンを、１５本／２５．４ｍｍで一方向に配列させた点を
除いて実施例２と同様に実施した。
［実施例８］
　マスキング部材を形成する際に、粘着剤層の上に表２に記載の太さと引張弾性率を有す
るポリエチレン繊維からなるヤーンを、１５本／２５．４ｍｍで一方向に配列させた点を
除いて実施例２と同様に実施した。
【００８５】
［比較例１］
　粘着剤層の上にマスキング部材を形成しなかった点を除いて実施例２と同様に実施した
。
【００８６】
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　各実施例、比較例の粘着剤層及びマスキング部材の物性、及び粘着テープの評価結果を
表２に示す。なお、表２において、せん断接着力は、任意の１本の繊維を引き抜いたとき
のせん断接着力を示す。
【表２】

　 
【００８７】
　以上のように、各実施例では、粘着剤層の一方の面の上にマスキング部材を設けること
で、被着体である化粧材を、粘着テープに一旦貼り合わせた後でも、貼り直すことが可能
となった。それに対して、比較例１では、マスキング部材を設けなかったため、被着体で
ある化粧材を貼り合わると、貼り直すことができなかった。
【符号の説明】
【００８８】
　１０　加圧接着型粘着テープ
　１１　粘着剤層
　１２　マスキング部材
　１２Ａ　繊維
　１３　基材
　２０　被着体
　３１　基礎
　３２　木枠材（支持体）
　３３　縦枠材
　３４　横枠材
　３５　開口部
　３６　石膏ボード（構造用面材）
　４１　壁面（支持体）
　４２　化粧材（構造用面材）
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